
 

 

  

               
 

     校庭の木々が色づき始め，落ち葉も増えてきました。国旗掲揚塔 

    の横にはたくさんの柿の実がなっています。季節は，すっかり秋に  

なりましたね。みなさんは，衣替えをし，１学期の終了と２学期の

開始という時期です。また，緊急事態宣言が解除されて，だんだん

通常の学校生活が再開します。しかし，『かきくけこの感染対策』

（換気・距離・マスク・検温・こまめな手洗い）はしっかり続けて

いきましょう。 
            

 

 

 
 

 近年，視力の低下の傾向が加速して，学校 

の視力検査の結果も年々視力 Aの人が減って 

きています。そのため，眼鏡使用者やコンタ 

クトレンズを使用する人が増えています。 

視力の矯正は眼科医できちんと診てもらいま 

しょう。また，「ドライアイ」や「眼精疲労」 

にも注意しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校では生徒一人に 1台のタブレットが用意 

されて，本格的に使用が開始されています。家庭 

での PCやスマートフォン・ゲームなどの使用を 

考えると，デジタル機器に接する時間がだんだん 

長くなっていることと思います。目の負担や健康 

を考え，画面への光の反射や使用時の姿勢や時間を 

見直しましょう。           

 

国本中学校 保健だより  

令和 3年 10月５日 

 

 

ありんこパワー 

 

  

 

 

 

    



 

 

 ９月３日（金）に本校の学校薬剤師 山口昌宏先生から 

薬物乱用防止についてのお話を聞きました。違法薬物の 

恐ろしさを再認識し，『薬物乱用は絶対にダメ』というこ 

とを強く心に刻みました。一方，お話の中にもあったよ 

うに，薬は病気の治療や体の不調を治すために使われる 

とても大切なものでもあります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            保健室では，医薬品を正しく使用するために，外用薬は家庭でも

広く使われている一般的なものに限っています。学校での負傷に際

し，応急処置をしますが，翌日の処置はご家庭でお願いします。 

また，保健室には内服薬は一切ありません。頭痛・鎮痛剤などを 

服用する際は，ご家庭が用意した主治医や薬局からの内服薬を準 

備してください。 

 
 

 

 
  

海外では，「生理の貧困」について相談体制や支援活動・法の改正など，大きく社会を動

かしているところです。日本でも大学生のアンケートや SNSの拡散で「生理の貧困」問題

が取り上げられています。それは，男性を含め多くの人々に生理について考えてもらうきっ

かけとなり，女性の人権や経済格差，人としての尊厳を保つための権利，などの問題にも影

響を与えています。 

 女性は月に１回の生理のためにナプキン（生理用品）を購入します。 

大便後にトイレットペーパーがないと誰もが困るように，女性にとって 

ナプキン（生理用品）は生活必需品です。 

 宇都宮市でも経済的な理由などで生理用品が買えないといった「生理 

の貧困」の問題を受け、支援活動が始まりました。本校にも生理用品を 

寄贈いただいたので，女子トイレに常備しました。 
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困った時には， 
相談にのります。 

 


